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＜お断り＞ 本資料の内容は、個人の見解であり、所属する組織の公式見解ではありません。

1. 第４次産業革命、Society 5.0 とは

2. 農業農村整備等における ICTの活用

3. Society 5.0 の実現に向けた
農業農村振興の課題

4. これからの農業農村振興

表紙 「2050年農業・農村の姿」ポスター受賞作品（農業農村工学会）



１．第４次産業革命、Society 5.0 とは

 ICTの進化等により、社会・経済の構造が日々大きく
変化する「大変革時代」が全世界で到来している。

 我が国においては、IoT、ビッグデータ、AI等により、
少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差などの課題を
克服し、個人が活き活きと暮らせて、人々に豊かさを
もたらす「超スマート社会」の実現を目指す。
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○ 第４次産業革命とは、蒸気機関による工業化（第１次産業革命）、電力による
大量生産（第２次産業革命） 、情報通信技術革命（第３次産業革命）に続く、
極端な自動化、コネクティビティ（つながること）による第４の産業革新。

第４次産業革命

世界経済フォーラム（WEF）による産業革命の定義

第４次産業革命に係る主要国の取組等

第４次産業革命のインパクト

（資料）三菱総合研究所 調査研究報告書（2017.3）

（資料）三菱総合研究所 調査研究報告書（2017.3）

（資料）内閣府「日本経済2016-2017」 2



○ サイバー（仮想）空間とフィジカル（現実）空間を高度に融合させたシステム
により、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会。

Society 5.0

サイバー空間とフィジカル空間の高度な融合

（資料）第５期科学技術計画（H28.1）の概要

○ 狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く、新たな「超スマート社会」

（資料）内閣府

超スマート社会
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２．農業農村整備等における ICTの活用

 スマート農業の実現等による競争力強化を図るため、
自動走行農機等に対応した農地整備、ICTを活用した
新たな水管理システムの構築に向けた取組、WAGRI
との連携を推進。

 インフラ管理の高度化等のため、農業水利ストック
データベース及びGISの活用、インフラメンテナンス
における新技術の開発・普及、ため池防災システムの
開発・実用化、情報化施工を推進。

 農村の活性化を図るため、ICTを活用した定住条件の
強化に向けたモデル構想の策定・試行を新たに支援。
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農業農村整備に係る新技術の活⽤⽅向（政府決定）

経済財政運営と改⾰の
基本⽅針（⾻太の⽅針）
（平成30年６⽉15⽇閣議決定）

未来投資戦略2018 
－「Society 5.0」「データ

駆動型社会」への変⾰－
（平成30年６⽉15⽇閣議決定）

＜具体的施策（抜粋）＞
• インフラデータのオープン化、インフラデータプラットフォームの構築、施⼯管理の⾼度化（情報化施⼯）。
• 次世代インフラ⽤ロボットやセンサーなどの新技術の現場実装。

 次世代インフラ・メンテナンスシステム（インフラ管理の⾼度化）
＜KPI＞ 重要インフラ・⽼朽化インフラの点検・診断等にロボットやセンサーなどの新技術等を導⼊してい

る施設管理者の割合を2020年頃までに20％、2030年までに100％とする。

⇒ 農業⽔利ストックデータベース及びGISの活⽤、インフラメンテナンスにおける新技術の開発・普及
情報化施⼯、ため池防災システム

 スマート農林⽔産業の実現
＜KPI＞ 2025年までにほぼ全ての担い⼿がデータを活⽤した農業を実践

2023年までに全農地の８割を担い⼿が利⽤、⽶⽣産コストを４割削減（2011年全国平均⽐）
＜具体的施策（抜粋）＞

• ⾃動⾛⾏農機等の導⼊・利⽤に対応した⼟地改良事業の推進。
• ICT⽔管理による農業⽤⽔利⽤の効率化。
• 農業データ連携基盤（WAGRI）の活⽤を促進するための国の各種施策との連携可能性の検討。

⇒ ⾃動⾛⾏農機に対応したほ場整備、ICTを活⽤した効率的な⽔管理、WAGRIとの連携

Ｃ

 社会資本整備等
＜KPI＞ 個別施設ごとの⻑寿命化計画（個別施設計画）の策定率を、2020年までに100％。

建設現場の⽣産性を2025年度までに２割向上

＜公共投資における徹底した効率化と担い⼿確保＞
• インフラデータプラットフォームの構築やデータのオープン化・３次元化。
• ⼤学や企業等と連携したオープンイノベーションによるロボット、ＡＩ等の新技術の活⽤。

⇒ 農業⽔利ストックデータベース及びGISの活⽤、インフラメンテナンスにおける新技術の開発・普及
情報化施⼯、ため池防災システム

• ＡＩ・ＩｏＴ等を活⽤したスマート農業の実現等による競争⼒強化。Ｃ

 農林⽔産新時代の構築

⇒ WAGRIとの連携
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⾃動⾛⾏農機に対応したほ場整備の推進 ①
 農林⽔産省では、⾃動⾛⾏農機等の先進的な省⼒化技術の導⼊に対応した基盤整備を推進するため、技術資

料の作成に着⼿。
 ⾃動⾛⾏農機等の能⼒を⼗分に発揮させるため、⾃動⾛⾏農機の導⼊に対応した区画規模、⾃動⾛⾏農機が

効率的に稼動する区画の⻑辺⻑、⾃動⾛⾏農機が容易に移動できるほ場の進⼊⽅法、除草ロボットに対応した
畦畔法⾯の構造等を検討しているところ。

⾃動⾛⾏農機等に対応した基盤整備の視点
◯⾃動⾛⾏農機の導⼊に対応した区画規模

◯⾃動⾛⾏農機が効率的に稼動する区画の⻑辺⻑
・⻑辺が短い区画

⻑辺

短
辺

・⻑辺が⻑い区画

⻑辺

短
辺

※⾚線：農機の軌跡ターン

◯除草ロボットに対応した畦畔法⾯の構造

3.8 
ha

6.6 
ha

6.8 
ha

6.2 
ha

基盤整備実施後の区画

⾃動⾛⾏農機等の能⼒を⼗分に発揮する区画規模を、技術
的かつ経済的な視点から検討。

除草ロボットに対応した畦畔法⾯について、⾛⾏可能な
法⾯勾配、⼩段の必要性等を検討。

◯⾃動⾛⾏農機が容易に移動できるほ場の進⼊⽅法

区画の⻑編が⻑い⽅が農機のターン数は少なくなるが、
ほ場外の作業を伴う⽥植え時の苗補給や収穫物の積み下ろ
しが難しくなることを考慮する必要。

⼈⼒除草を想定した法⾯の構造・形状（現基準）

⼤区画化を⾏い、⾃動⾛⾏農機を導⼊（北海道 上⼠別地区）
⾃動⾛⾏農機が、隣接するほ場、容易に移動できるように

ほ場の進⼊路、畦畔、⽀線農道の構造や形状を検討。

除草ロボット

隣接するほ場への移動が容易な農道ターン⽅式
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⾃動⾛⾏農機に対応したほ場整備の推進 ②

北海道⼠別市 国営農地再編整備事業（上⼠別地区）

【ほ場整備後（４枚 5.9ha/枚）】

○GPSを活⽤した⾃動操舵システムをトラクター、
⽥植え機に導⼊

GPSガイダンスに連動する⾃動操舵システムの実証

⾃動操舵システムを活⽤した⽥植え作業

従来は、作業スペース
を確保できないため運
転者を挟み２⼈掛で苗
を補給。

北海道岩⾒沢市 農業競争⼒強化基盤整備事業（岩⾒沢地区）

○直播栽培にGPSガイダンスを活⽤
・播種の重複を回避
・農機が進⾏⽅向をガイドしてくれるため、作業時の労⼒を軽減
・経験・技術の少ない労働者でも作業可能
（これまでと⽐較してハンドル操作に係る労⼒が軽減されること

から、⼥性から歓迎の声）
・⽥植機を所有しない農業者も存在

GPSガイダンスシステムを活⽤した⽔稲の乾⽥直播

これまで３⼈掛かりだった作業
が１⼈ですむように

【ほ場整備後（５枚 1.3 ha/枚）】

施工前 施工後

各1.3ha

 区画整理を実施し、⾃動⾛⾏農機の能⼒を発揮させる基盤を整備する事例が⾒られる。

3.8 
ha

6.6 
ha

6.8 
ha

6.2 
ha

施工前
施工後
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（参考）⾃動⾛⾏農機に対応したほ場整備の推進
 GPSガイダンスシステム等の出荷台数は増加傾向。また、出荷先の８割以上が北海道向け（平成20

〜29年度合計）。

北海道農政部技術普及課調べ
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ＩＣＴを活⽤した効率的な⽔管理①
 これまでは、同程度の規模で同様の営農が実施され、農家の⽔需要にそれほど差がなかったため、⼟地改

良区が配分する⽔量に応じて、集落内で配⽔ルールを決めて、農家が必要な⽔を農地に取⽔していた（供給
主導で配⽔）。

 しかし、作付品種や栽培⽅式の多様化により、ほ場レベルでの⽔需要が⼤きく変化してきている。
 また、農地集積の進展により出⼊作が増加するなか、これまでの配⽔ルールでは的確な⽤⽔配分が難しく

なってきている。

(⽀線施設)

⽀線⽤⽔路

⽀線⽤⽔路
頭⾸⼯

幹線⽤⽔路

(基幹的施設)

⽥・畑

末端⽤⽔路

末端⽤⽔路

ダム

(末端施設)

⽀線⽤⽔路

末端⽤⽔路

幹線⽤⽔路

これまでの用水配分の仕方

基幹・幹線レベル：
⼟地改良区管理

⽀線・末端レベル：
⽔利組合、農家管理

集落のルールに
基づき、決まっ
た曜⽇に来る⽔
に合わせて営農

均質な営農、集落
内のルールで配⽔
されるので、⾯積
割を基本に配分

農家

⼟地改良区

ダム

○⽔路の⾒回り等、配⽔管理に多⼤な労⼒
○無効放流の発⽣に伴う⾼額な電気代が発⽣

改
良
区
農
家

互いの状況を
把握出来ていない

○改良区や農家において⽣じている⽀障の例

○予定どおりの取⽔ができず、⽔管理に労⼒がかかる
○作物が必要なときに⽤⽔補給ができない

用水配分で生じている課題

○⽤⽔需要が把握できないまま配⽔を⾏わなければならないシステ
ムとなっている。

このことにより⽤⽔需給のアンバランスが発⽣

○農家の世代交代、出⼊作農家の増⼤により集落の取⽔ルールが継
承されにくくなっている。

ほ場における⽔管理
（農家）

幹線⽔路での分⽔⼯操作
（⼟地改良区）

0

0.5

1

1.5

2

2.5

5/21 1:00 5/22 1:00 5/23 1:00 5/24 1:00 5/25 1:00 5/26 1:00 5/27 1:00 5/28 1:00 5/29 1:00 5/30 1:00 5/31 1:00
水
位
(m

）

日時

市場チェック上流（金清下分水工地点）幹線水位変化図（Ⅳ期：5/21～5/31） 平成25年

午前中に需要が集中
し、幹線⽔位低下
（⽤⽔不⾜）

⽔需要のない時
に幹線⽔位上昇
（無効放流）

チェック⽔位

⽔
位

（
m
）

2.
5

2.
0

1.
5

1.
0

0.
5

0

⽇時

市場チェック上流（⾦清下分⽔⼯地点）幹線⽔位変化図（平成25年5⽉21⽇〜31⽇）
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 今後は、農家の⽤⽔需要を把握しつつ、⽔源からほ場まで効率的かつ的確に⽤⽔配分するための⽔管理シ
ステムの構築を推進（需要に応じた配⽔）。

 これにより、営農状況に応じて配⽔を⾏ったり、需要集中による⼀時的な⽤⽔不⾜を含む送⽔状況を農家
にお知らせすることにより、よりきめ細かな営農を実現。

新たな⽔管理システム
構築に向けた取組

平成30年度以降、⽔源か
らほ場まで効率的かつ的
確に⽤⽔配分するための
⽔管理システムをモデル
的に国が整備。

⼟
地
改
良
区
に
よ
る
管
理

⼤
規
模
・
少
数
の

担
い
⼿
農
家
に
よ
る
管
理

自動ゲート化
水管理のＩＣＴ化

ICT化により、供給
システムを効率化し
担い手の水需要に
きめ細かく対応

分水施設

取水施設

営農状況を集約し、用水
の必要量・時期を推定

送水状況がわかると、計画的
に営農することができる！

ブロック毎に営農計画を把握
（地図情報等を活⽤）
・作付作物
・作付品種（早生・中生・晩生）
・栽培方式（移植・直播）
・農地の集積状況 等

営農状況に関するデータの収集
・作物の生育状況
・気象条件
・配水状況 等

田
（早生）

田
（早生）

田
（晩生）

田
（晩生）

畑 畑

用水不足の発生等
送水状況を送付

得られた成果を活⽤し、
他地区においても新たな
⽔管理システムの構築を
推進。

営農状況を踏まえ、
配水操作を実施

ＩＣＴを活⽤した効率的な⽔管理②

利⽔調整規定による農業
⽤⽔の配分ルールの設定

新たな農業水利システム（イメージ）

中央管理所
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ＩＣＴを活⽤した効率的な⽔管理に向けた検討状況
九頭⻯川下流地区（福井県）

〇かんがい配⽔⾃動管理システムiDASの活⽤
ポンプ場－配⽔槽－圃場給⽔バルブ
連携による需要に対応したポンプ制御
の導⼊により、節⽔・節電効果を検証

〇ほ場⽔管理へのICT 等の活⽤
①⽔管理省⼒化

⇒スマ―トフォン・パソコンによる遠隔操作
②⾼温障害対策のための夜間かんがい

⇒タイマー機能による給⽔栓操作
③かけ流し防⽌

⇒タイマー及びカレンダー機能で給⽔を開始
し、上限設定の⽔位で⽌⽔する、⽔稲の⽣
育ステージに応じた操作

⽔位センサ(⽔位・⽔温)

B:遠隔操作区(スマートフォン)

スマートフォンから給水時間・バルブ開度等を指定。

入力された操作計画等は、インターネットを用い、各給水

栓に送られる。

⇒遠隔操作による圃場管理、水管理労力の削減の検証。

C:遠隔操作区(パソコン)

パソコンから給水時間・バルブ開度等を指定。

入力された操作計画等は、インターネットを用い、各給水

栓に送られる。

⇒遠隔操作による圃場管理、水管理労力の削減の検証。

A:仕切弁一括操作区(半自動)

１つの仕切弁の開閉の手動操作により、給水栓

11箇所から給水（一括ほ区単位の水管理）

⇒給水栓に設置した多機能給水栓のタイマー

機能により一定時間のバルブ開放操作を行

い、ほ場管理、水管理労力の削減の検証。

給水栓設置箇所

水位センサ設置箇所

多機能型⾃動給⽔栓

実証ほ場(H29⼀部抜粋)

遠隔操作のイメージ

【実証地区】
効率的かつ的確な⽤⽔配分のための⽔管理システムの検討を実施。
※九頭⻯川下流地区、豊川⽤⽔地区においては、すでに現地実証試験を実施し、効率的
かつ適切な⽔管理システムの在り⽅を検証。

豊川⽤⽔地区（愛知県）
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 iDASは、⽀線・配⽔施設を管理する⼟地改良区と給⽔⼝を管理する担い⼿農家の双⽅が連携した
農業⽤⽔の管理制御システム。本システムは低コストで容易に⼟地改良施設に導⼊でき、適正な⽔配
分と施設の節⽔・節電が可能。

 農研機構が全国６カ所で実証試験を実施中（茨城県：２カ所、愛知県：３カ所、千葉県：１カ所）。

（参考）iDAS（連携型⽔管理システム）

・ヒアリングにより農家の⼤幅な⽔管理省⼒効果を確
認

・予約管理や需要に応じた⽔配分による節⽔・節電効
果（約4割）を確認

・危険圧⼒の制御により安全な⽔管理を実現

導入効果（豊田新利根地区）
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ポンプ流量の日毎の推移（7/20～8/15）
携帯通話網

無線通信

携帯通話網

ポンプ場流量計・圧力計・水位計 iDAS制御盤

無線通信

クラウドサーバー

警報等

水位計

圃場水管理
システム

iDAS

インターネット

施設管理者
（土地改良区、水利組合）
タブレット、スマホで管理

農家 スマホで自動
給水栓の管理

監視制御画面

節電効果

使用状況に応じた配水量

クラウドサーバー
圃場管理システム稼動

システム導⼊前
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農業農村整備と農業データ連携基盤の連携
 農業が抱える課題を解決し、農業の担い⼿がデータを使って⽣産性向上や経営改善に挑戦できる環

境を⽣み出すため、データ連携・共有・提供機能を有する農業データ連携基盤を構築（2019年４⽉
本格稼働予定）。
 農林⽔産省は、農地の区画形状や⽤排⽔の整備状況をはじめとする農業関連データを農業データ連

携基盤に提供。農業データ連携基盤によって、様々なデータの統合や分析・活⽤等、データを駆使し
た農業が可能になり、農業⽣産性の向上や戦略的な経営判断を実現。

データを連携させた総合的な解析により、収量、品質の向上等を
実現。

農業データ連携基盤を通じて様々なデータを提供し、農家
の戦略的な経営判断を⽀援することが可能。

【データ連携の効果】 【データ活⽤のイメージ】
農業データ連携基盤：WAGRI
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インフラメンテナンスに関する新技術①（農業⽔利ストック情報DB・機能診断）

 農業⽔利施設の維持管理の⼤宗を担っている⼟地改良区職員の減少や⾼齢化等を踏まえ、更なる農
業⽔利施設の維持管理の省⼒化・効率化ための機能診断・保全技術、状態監視技術等の⾼度化が重要。
 国が造成した農業⽔利施設等の情報を⼀元的に管理する農業⽔利ストック情報データベースに情報

を蓄積・集約化し、効率的な維持管理、さらに適切な⼯法選定等補修・更新等に活⽤し、戦略的な保
全管理を推進。
 UAV等のロボットやＩＣＴ技術等を活⽤した⽇常点検・機能診断・施設監視等の省⼒化に資する技

術開発を進め、これらに関する現場での実証試験やマニュアルの整備等を実施。

農業⽔利ストック情報データベース（DB）

戦略的な保全管理の推進

・農業⽔利ストック情報DB（Ｈ19運⽤開始）は、国営造成施設の施設諸元、
補修履歴、機能診断や点検整備結果等の情報を体系的に整備したシステム。

・登録された情報を県単位の情報プラットフォームに蓄積し、地⽅公共団体
や⼟地改良区等と共有。施設の機能保全計画等の策定等に活⽤。

【開発経緯】
「ｾﾝｼﾝｸﾞ技術を活⽤した農業⽔利施設の点検効率化技術に関する研究開発」
（H26〜H28：官⺠連携新技術研究開発事業）
「農業⽔利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの⾼度化に関する技術開発」
（H28〜H31： 『知』の集積と活⽤の場による研究開発モデル事業）

UAVによる⽔路等・海岸堤防の機能診断

・ＵＡＶで撮影した画像等からひび割れ等の変状箇所を検出。
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インフラメンテナンスに関する新技術② （農業⽔利施設の機能診断等）

 ⽇常点検・機能診断・施設監視等の省⼒化に資する技術開発を⾏い、現場実証試験等を通じて実⽤
化に向けた取組を実施。
 現場実証試験等を通じて蓄積した知識・ノウハウをマニュアル、各種基準等に反映させ、その周知

等により技術の普及を図る。

【開発経緯】
「農業⽤⽔路トンネル・サイホンの不断⽔調査・診
断技術の開発」（H19〜H23：官⺠連携新技術研究
開発事業）

・ポンプ内の潤滑油やグリースを採取・分析する
ことにより、ポンプを分解することなくポンプ
の状態を計測・診断・監視

・漏⽔探査ロボットにより管⽔路の中の⾳響
データを収集、漏⽔位置の特定と状況把握

ロボットによる管⽔路の機能診断・施設監視 ポンプ設備の機能診断

・⽔路トンネル壁⾯の変状を撮影 ・記録するフ
ロートタイプ型ロボットにより、通⽔の停⽌や
⼈が⽔路に⼊るための仮設⼯事を⾏う事無く、
施設の状態を安全かつ容易に把握可能。

【開発経緯】
「基幹的農業⽔利施設の戦略的なｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
技術の開発」（H26〜H30：SIP）

【開発経緯】
「トライボロジーを活⽤した農業⽤揚排⽔機場の機能診断技
術の開発」（H24〜26：官⺠連携新技術研究開発事業）
「基幹的農業⽔利施設の戦略的なｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術の開発」
（H26〜H30：SIP）

⽔路トンネルの無⼈調査ロボット

【開発経緯】
「農業⽤⽔路トンネル・サイホンの不断⽔調査・診
断技術の開発」（H19〜H23：官⺠連携新技術研究
開発事業）

 ⼟地改良事業計画設計基準設計「ポンプ場」に
参考事例として掲載

 第1回インフラメンテナンス⼤賞優秀賞を受賞

目視による点検調査 ロボットでトンネル内のひび割れ、
漏水箇所を調査

高感度ＣＣＤカメラで水路壁面の
変状を撮影。
流速1.5m/sまで調査可能、ひび割
れの検出も幅1mmまで可能。
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インフラメンテナンスに関する新技術の活⽤実績（Ｈ30.10⽉時点）

 ⽇常点検・機能診断・施設監視等の省⼒化に資する技術開発を⾏い、現場実証試験等を通じ、新技
術の実装に向けた取組を実施

10箇所

ＵＡＶ（ドローン）で撮影した画像等から
ひび割れ等の変状箇所を検出

実証試験等 ４箇所（5.8km）

ポンプ内の潤滑油やグリースを採取・
分析することにより、ポンプを分解す
ることなくポンプの状態を計測・診
断・監視

漏⽔探査ロボットにより管⽔路の中の
⾳響データを収集、漏⽔位置の特定と
状況把握

実証試験等 105箇所

⽔路トンネル壁⾯の変状を撮影 ・記録するフロートタイプ型ロボットにより、
通⽔の停⽌や⼈が⽔路に⼊るための仮設⼯事を⾏う事無く、施設の状態を安全
かつ容易に把握可能。

実証試験等 ２地区（4.4km）

ポンプ施設の機能診断

⽔路トンネルの無⼈調査ロボット ロボットによる管⽔路の機能診断
・施設監視

UAVによる⽔路等・海岸堤防の機
能診断

実証試験等

【凡例】

ポンプ機能診断

ロボット(トンネル)
UAV

ロボット(管⽔路)

インフラメンテナンスに関する
新技術の活用実績

都道府県 年度 箇所
秋田 H27 1
新潟 H29 1
栃木 H29 2
茨城 H29 1
岡山 H27・H29 4
大分 H29 1

都道府県 年度 箇所（ポンプ）
北海道 H26 2
石川 H26 1
新潟 H28・H29・H30 3
千葉 H25 1
山梨 H25・H26 24
茨城 H26 2
静岡 H26 1
愛知 H28・H29 1

和歌山 H24・H25 22
滋賀 H25 2
兵庫 H25 4
京都 H27 4
愛媛 H26 19
佐賀 H26・H27・H28 19
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新技術と連携したGISの活⽤
 基幹から末端に⾄る⼀連の農業⽔利施設の持続的な保全管理の充実・強化に向けて、GIS（地理情

報システム）を活⽤した情報の可視化、関係者間での情報共有を図り、関係者が⼀体となった保全管
理体制を構築。
 農業⽔利施設のＧＩＳ化を⽀援するとともに、全国の⼟地改良区等の多様な活⽤事例の紹介、国が

造成した農業⽔利施設等のデータ提供等を通じて、GISの普及促進を図る。

農村地域の地域資源をデータベース化

現地調査にモバイル端末を
持ち出し、破損箇所の位置
を地図上で確認。

モバイル端末で破損箇所
を地図に記録し、破損状
況を撮影。

修復プランを検討。破損箇所発⾒

モバイルGIS活⽤を活⽤した農地・⽔利施設点検

モバイルＧＩＳを活⽤した農業⽔利施設管理

様々な情報を階層構造で保存

⽤⽔路、排⽔路を⾊分け表⽰
や路線番号で管理

⽔路の幅、材質、型番、施⼯年次を整理

【元泉地域農地・⽔・環境保全組織（⼭形県河北町）】

【⽴梅⽤⽔⼟地改良区（三重県多気町）】

タブレット端末から⾬量計や圧⼒
⽔位計の情報を読み取り、農業⽔
利施設の操作に活⽤

併せて、機能診断・補修履歴簿の記録を
GISシステムに取り込み、施設管理に活⽤。

地区内に⾬量計や⽔位計を
設置
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農業農村整備における新技術と連携したGISの活⽤実績 (H30.10⽉時点)

 モバイル端末やUAV等とGISを連携させた取組により、⼟地改良施設、農地の管理に関する省⼒化
の取組を実施。

【福岡県】
■UAVを活用した災害状況確認
・東峰村（Ｈ２９）

【秋田県】
■モバイルGISを活用した災害状況確認
・横手市、秋田県土地連（Ｈ２９）
■モバイルGISを活用した農地利用状況確認
・大仙市西仙北土地改良区（Ｈ２６～）

１地区

22地区

４地区

【青森県】
■リモートセンシング技術を活用した生産管理
・青森県産業技術センター農林総合研究所等（Ｈ２８～）

【三重県】
■モバイルGISを活用した農業水利施設管理
・宮川左岸第二土地改良区（Ｈ２８～）
■モバイルGISを活用した農業水利施設管理
・立梅用水土地改良区（Ｈ１９～）

【奈良県】
■モバイルGISを活用した農地利用状況確認
・宇陀市（Ｈ２９～）

【島根県】
■モバイルGISを活用した農地利用状況確認
・雲南市、島根県土地連（Ｈ２７～）

【岡山県】
■モバイルGISを活用した土地改良施設管理
・岡山県、岡山県土地連 （Ｈ１９～）

【熊本県】
■モバイルGISを活用した多面的機能支払の対
象農地における取組状況の現地確認
・南関町（Ｈ２９～）

【和歌山県】
■モバイルGISを活用した農業水利施設管理
・有田川用水土地改良区（Ｈ２６～）

【沖縄県】
■UAVを活用した農地利用状況確認
・糸満市、沖縄本島南部土地改良区等（Ｈ２９）

【山形県】
■モバイルGISを活用した農地・水利施設点検
・元泉地域農地・水・環境保全組織（Ｈ２２～）
■モバイルGISを活用した農地利用状況確認
・鶴岡市、山形県土地連（Ｈ２８～）
・寒河江市、山形県土地連（Ｈ２８～）
・大石田町、山形県土地連（Ｈ２８～）

【福島県】
■モバイルGISを活用した地すべり防止施設管理
・福島県（Ｈ２９～）

【大分県】
■モバイルGISを活用した多面的機能支払の対象農地
における取組状況の現地確認
・国東市 （Ｈ２９～）

【宮城県】
■モバイルGISを活用した冬期湛水等対象農地確認
・登米市（Ｈ２８～）

【沖縄県】
■モバイルGISを活用した赤土等流出防止対策の農地状
況確認
・石垣市ほか５町村、沖縄県土地連（Ｈ２５～）

【岩手県】
■モバイルGISを活用した農業水利施設管理
・石鳥谷東部土地改良区（Ｈ２９～）
■モバイルGISを活用した多面的機能支払の対象農地
における取組状況の現地確認
・奥州市（Ｈ２９）

【北海道】
■モバイルGISを活用した農地利用状況確認
・美唄市農協地域農業再生協議会（Ｈ２４～）
■モバイルGISを活用した農業水利施設管理
・富良野土地改良区 （Ｈ２５～）

【山形県】
■UAVを活用した農地状況調査
・山形県土地連（Ｈ２８～）

【兵庫県】
■UAVを活用した作付状況管理
・JAあわじ、南あわじ市（Ｈ２９）

【神奈川県】
■モバイルGISを活用した鳥獣害対策
・南足柄市、南足柄市地域農業再生協議会（Ｈ２４～）

モバイル端末とＧＩＳを連携
させた取組

ＵＡＶとＧＩＳを連携させた取組

リモートセンシング技術とＧＩＳ
を活⽤した取組

【凡例】

実証試験等

【都道府県名】
■取組内容 ※Ｈ27〜29年度の取組実績
・活動団体名等（実施年度）

実証試験等

実証試験等

ＧＩＳに関する新技術の活用実績
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情報化施⼯の取組
 農業農村整備においてＩＣＴを活⽤した情報化施⼯を導⼊。情報化施⼯により、測量における現況図の作

成、設計における設計図の作成と⼯事数量の計算、施⼯における丁張りの設置等を省⼒化することが可能。
 従来型施⼯では測量・設計・施⼯の各段階において多くの熟練の技術者が必要。情報化施⼯により、熟練

技術者の不⾜を補い、事業現場の⽣産性の向上を図る。
新技術に即応した技術基準類の速やかな整備を進めるために「情報化施⼯技術の活⽤ガイドライン」を整備。

GNSSアンテナつきバックホウ

施 工設 計測 量

設計図に合わせて丁張り設置 丁張りに合わせて施工

○平面測量、縦断測量、横断測

量など実施し、現況図（２次元）
を作成

○現況図に計画する施設等を配置した設計図（平面

図、縦断図、横断図など）を作成し、工事の土工数
量等を計算

○設計図を元に、丁張り（位置、高さ、勾配を示す目印）を現地に設置し、作業者はそれを確認しな

がら施工。また出来形管理は巻尺やレベルを用いて測定し、その結果を手入力で整理。

○ドローン等を用いて測量し、
３次元の現況図を作成
→ 短時間で面的な測量が可能

○測量で得られた３次元の現況図と３次元の設計図
を合成 → 施設等の位置や高さが分かる施工デー
タ（３次元設計データ）と土工数量等が作成可能

従
来
型
施
⼯

○施工データを取り込み、GNSS（衛星測位システム）とバックホウのアームに取り付けたセンサーにより

バケットの位置を特定することで、掘削位置等を車載モニターで確認しながら施工が可能。またドロー
ン等による出来形測定により、視覚的にも分かりやすい出来形管理を実現。 → 掘削等の作業では丁張
りの設置が不要となり、施工効率が向上。出来形管理では測定時間等の短縮が可能。

平面図

縦断図

横断図

車載モニター

情
報
化
施
⼯

UAV（ ドローン）

３次元現況図 ３次元設計データ

ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰ

出来形管理の状況

規格値との差分を表示したヒートマップ
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農業農村整備における情報化施⼯の実績（H30.10時点）

 情報化施⼯の導⼊により、情報通信技術（ＩＣＴ）を活⽤した⼯事の測量、施⼯、出来形管理等が実現し、
従来の施⼯技術と⽐べて⽣産性の向上が期待される。

︻
情
報
化
施
⼯
の
内
容
︼

【佐賀】「嘉瀬川上流地区」３件（H29、H30）
・ 堆積土砂撤去 V=37,100m3
・ 堆積土砂撤去 V=36,600m3
・ 堆積土砂撤去 V=19,100m3

■情報化施工の内容
・ICT建機、出来形TS

【佐賀】「筑後川下流右岸地区」５件（H29、H30）
・ 用排水路工 Ｌ=0.9km ～ 1.7km

■情報化施工の内容
・ICT建機、出来形TS

直轄事業

【大分】「駅館川地区」２件（H29、H30）
・ 区画整理工 Ａ＝5.6ha
・ 区画整理工 Ａ＝3.3ha

■情報化施工の内容
・ICT建機、出来形TS

【山口】「南周防地区」 ２件（H29、H30）
・ 整地工 Ａ＝10.6ha
・ 整地工 Ａ＝ 8.7ha

■情報化施工の内容
・ICT建機

【愛媛】「道前平野地区」 １件（H30）
・ 整地工 Ａ＝ 4.5ha

■情報化施工の内容
・ICT建機

【秋田】「横手地区」 １件（H30）
・ 区画整理工 Ａ＝10.2ha
（うち情報化施工 Ａ＝5.2ha）

■情報化施工の内容
・ICT建機、出来形TS

【青森】「十三湖１期地区」 １件（H29）
・ 区画整理工 Ａ＝13.6ha
（うち情報化施工 Ａ＝7.2ha）

■情報化施工の内容
・ICT建機、出来形TS

【北海道】「東中第１地区」 １件（H30）
・ 区画整理工 Ａ＝11.8ha
（うち情報化施工 Ａ＝5.1ha）

■情報化施工の内容
・ICT建機、出来形TS

【北海道】「西川西地区」 １件（H29）
・ 区画整理工 Ａ＝15.7ha
（うち情報化施工 Ａ＝6.5ha）

■情報化施工の内容
・ICT建機、出来形TS

【北海道】「産士地区」 ２件（H29、H30）
・ 排水路工 Ｌ＝1.0km
・ 排水路工 Ｌ＝0.9km

■情報化施工の内容
・ICT建機、出来形TS

【北海道】「北海地区」 ２件（H30）
・ 用水路工 Ｌ＝0.7km
・ 用水路工 Ｌ＝0.6km

■情報化施工の内容
・ICT建機

【北海道】「旭東東神楽地区」 １件（H30）
・ 区画整理工 Ａ＝8.0ha

■情報化施工の内容
・出来形TS

【北海道】「札内川地区」 １件（H30）
・ 管水路工 Ｌ＝0.4km

■情報化施工の内容
・ICT建機、出来形TS

【凡例】

排土板を自動制御 設計ライン等をオペレータに提供 測定結果を基に出来形管理帳票の自動作成

補助事業

ＩＣＴ建設機械施⼯技術

ＭＣ（マシンコントロール）

建設機械（BD：ブルドーザ、BH：バックホウ）にGNSS等の位置測定装置を取り
付け、排⼟板等の位置データを取得しオペレータに提供する技術。

ＭG（マシンガイダンス）

出来形管理⽤トータルステーション技術（出来形TS）
出来形管理⽤トータルステーションにより出来形測定を⾏い、出来形管理資料の作成を⾃動的に⾏う
技術。

９地区(19⼯事)

４地区(４⼯事)

【都道府県名】

地区名、工事件数（実施年度）

・ 対象工種、数量

■情報化施工の内容

※Ｈ29・30年度の取組を記載

実証試験等情報化施工技術の活用実績

TS プリズム

T S プリズム 出来形管理帳票
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（参考）農業農村整備に係るUAV（ドローン）の活⽤状況

インフラメンテナンス

災害査定
・災害時にUAVを⽤いて農地や農道法⾯の被災査定に活⽤。

農地⻲裂状況
(熊本地震発⽣後)

農道法⾯崩落状況
(熊本地震発⽣後)

情報化施⼯

⿃獣被害対策
・UAVに⾚外線カメラを載せて
上空から有害⿃獣を探索。

モニター確認状況

・集落全体を空撮し、⿃獣対策
箇所の検討に活⽤（従来の⽬視
調査に⽐べ、労⼒と作業時間が低減）

集落撮影結果撮影状況

・⽬視が困難な箇所のひび割れ等の施設の劣化状況を把握。

ひびわれ撮影状況 頭⾸⼯堰柱撮影状況

・ドローン等を⽤いて測量し、３次元の現況図を作成（ 短時間で⾯的
な測量が可能）。撮影データを活⽤し、施⼯データ（３次元設計
データ）を作成。

・GNSS（衛星測位システム）とバックホウを連携して、作業の効率
向上。

 農業農村整備においては、農業⽔利施設等の設計・施⼯、維持管理、災害査定等へのUAV（ドロー
ン）が活⽤が進められている。
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ため池防災⽀援システム

地震時の決壊予測地震時の決壊予測

っっっっっっっっっｚ

他機関からの情報の活用他機関からの情報の活用

1

下流域の被害予測下流域の被害予測

ため池管理者への情報提供ため池管理者への情報提供

降雨前の
水位低下 等

避難勧告等

他省庁情報
（道路、河川、土砂災害など）

豪雨・地震情報

基礎情報・被災情報 ため池データベース

ため池決壊時の下流被害予測

ため池情報の収集・管理ため池情報の収集・管理 地方公共団体への
情報提供

地方公共団体への
情報提供

都道府県、市町村

豪雨時の決壊予測豪雨時の決壊予測

国への情報提供国への情報提供

決壊予測

下流被害予測

農林水産省、他府省庁

地震情報
豪雨情報
基礎情報
被災情報
他機関情報

ため池防災支援システムため池防災支援システム

平常時・災害直後の情報の収集・管理平常時・災害直後の情報の収集・管理 ため池の決壊・被害予測ため池の決壊・被害予測 情報提供情報提供

SIP4D ため池
防災支援
システム

水利組合
土地改良区
市町村 等連鎖決壊予測

土石流

道路

ため池
決壊

河川氾濫

避難所

学校 ため池

病院

ため池被害情報状況図

 豪⾬・地震時に施設情報をリアルタイムで予測・表⽰する情報システムについて、研究機関、施設管
理者等とともに実際の施設の利⽤形態を踏まえた研究開発・実⽤化を推進。

 住⺠の早期避難や破堤時の⼆次被害防⽌等に貢献することを⽬的に、豪⾬・地震時のため池決壊と下
流被害の危険度をリアルタイムで予測・表⽰し、関係者に迅速に情報提供するための「ため池防災⽀
援システム」を開発中（SIPにより、プロトタイプ開発：H26〜28、実証試験および改良：H29〜
30）。
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

農⼭漁村振興交付⾦ 【平成31年度予算概算決定額 9,809（10,070）百万円】

＜対策のポイント＞
地域の創意⼯夫による活動の計画づくりから農業者等を含む地域住⺠の就業の場の確保、農⼭漁村における所得の向上や雇⽤の増⼤に結びつける取組
を総合的に⽀援し、農⼭漁村の活性化を推進します。
＜政策⽬標＞
○都市と農⼭漁村の交流⼈⼝の増加（1,450万⼈［平成32年度まで］）
○農村部の⼈⼝減の抑制（2,151万⼈を下回らない［平成37年度］）

［お問い合わせ先］
（1の事業）農村振興局農村計画課 （03-6744-2203）
（2の事業）農村振興局都市農村交流課（03-3502-5946）
（3の事業）農村振興局地域整備課 （03-3501-0814）

＜事業の流れ＞

１．農⼭漁村普及啓発対策
農⼭漁村のコミュニティ機能の向上と都市農業の振興を通じた都市と農

⼭漁村の交流や定住の促進のため、都市と農⼭漁村の双⽅から｢農⼭漁村
を知ってもらう｣機会の創出のための活動計画づくりや、ICTを活⽤した定
住条件の強化に向けた取組、都市農業の多様な機能の発揮のための取組を
⽀援します。
① 地域活性化対策 ② 都市農業機能発揮対策

２．農⼭漁村交流対策
増⼤するインバウンド需要の呼び込みや都市と農⼭漁村との交流促進の

ため、地域資源を活⽤した観光コンテンツを創出し、「農泊」をビジネス
として実施できる体制を有した地域の創出、福祉農園等の整備による障害
者や⽣活困窮者等の受⼊などの取組を⽀援します。
① 農泊推進対策 ② 農福連携対策

３．農⼭漁村定住促進対策
農⼭漁村における定住の促進、所得の向上や雇⽤の増⼤を図るため、⽣

産施設等の整備や⼭村の特⾊ある地域資源の商品化・販売促進等の取組を
⽀援します。
① ⼭村活性化対策 ② 農⼭漁村活性化整備対策

国
定額、1/2等

地域協議会等

○ １①から３①までの事業を実施する場合

○ ３②の事業を実施する場合

国
農林漁業者の
組織する団体等地⽅公共団体

1/2等交付

⼭村活性化対策
地場の農林⽔産物等の

⼭村の特⾊ある地域資源
の潜在⼒を活⽤するため、
地域資源の商品化や販売
促進等の取組を⽀援しま
す。

地域産品の
加⼯・商品化

農⼭漁村活性化整備対策

農産物直売施設

市町村等が作成する活性
化計画に基づき、農⼭漁村
における定住、所得の向上
や雇⽤の増⼤を図るために
必要な⽣産施設等の整備を
⽀援します。

定
住
促
進

都市農業機能発揮対策
農業体験や交流の場の提

供など、都市農業の多様な
機能を発揮する取組のほか、
農地の周辺環境対策や災害
時の避難地としての活⽤を
⽀援します。 マルシェの開催

普
及
啓
発

地域活性化対策
農⼭漁村が持つ豊かな⾃然

や「⾷」を活⽤した地域の活
動計画づくりや実践活動、ICT
を活⽤するモデル構想の策
定・試⾏、優良事例や農業遺
産のＰＲ活動等を⽀援します。

ブランド化に向けた
専⾨家からの助⾔

農泊推進対策
「農泊」をビジネスとして

実施できる体制の整備、観光
コンテンツの磨き上げや滞在
施設の整備等を⼀体的に⽀援
するとともに、全国の農泊の
取組の国内外へのＰＲ等を⽀
援します。

インバウンド
受⼊体制の整備

農福連携対策
福祉農園等の整備による

障害者や⽣活困窮者等の受
⼊、農業経営体の障害者受
⼊をサポートする⼈材育成
等の取組等を⽀援します。 障害者に対する

農業技術の指導

交
流



地域活性化対策（スマート定住条件強化型）【モデル地区：全国10地区】
～農村での生活面に正面から着目した農村政策の新しい展開～

農業分野での発展が期待

新規就農者の増加による若い担い⼿の確保

例：⻑野県
伊那市

市とJAが連携した⼿厚い新規就農施策（イン
ターン制度）。

基盤整備による⾼収益作物への転換

例：⻑崎県雲仙市

中⼭間の⽩ネギ産地、基盤整備により省⼒化、
⾼収益化。

マーケットインの発想による離島の果樹⽣産

例：愛媛県松⼭
市忽那諸島

瀬⼾内海の島嶼部で温州蜜柑の産地を復活。
⾼価格な新品種をネットで直接販売・発送。

【課題】
○ 基盤整備、農地中間管理機構の活動等により⾼収益農業の展開が図られ、⼀定程度若い担い⼿農業者がいて、農業の発展の

素地がある地域が多数ある。
○ しかしながら、中⼭間地域・離島等で定住条件が不⼗分なため、⽣活⾯の対応を強化しないと若い農業者が住み続けられず、

こうした地域の主産業である農業が継続できなくなるおそれ。

安全⾯強化等の特徴的取組・農地流動化

H13年に有機JAS登録。IT企業と町が連携し、
有機野菜の品質管理に取り組む。

例：宮崎県綾町

【対応】
ICTを最⼤限活⽤した定住条件強化のための総合的な活動計画（モデル地区10地区）を策定。
①【 事業実施主体 】 地域協議会（市町村が中⼼となってJAや⺠間等が連携した体制）
②【 採択⽤件 】 ICTを最⼤限活⽤した取組

若い担い⼿等が住み続けられるようにする。

〇交通：地域交通の衰退、
家族の送迎負担

〇買い物：店舗の撤退、遠⽅
までの移動負担

 アプリ等によるデマンド送迎
予約サービス

 交通⼿段を維持・確保
しつつ、家族の送迎負担を
軽減。

 遠⽅まで買い物に⾏く必
要がなくなるため、⾃⾝や
家族の移動負担を軽減。

 ⾷料品や灯油等の⽇常品の
即⽇配送・移動販売の注⽂予約
サービス

ICTの活⽤等、⽣活⾯での対策（例）のイメージ
【対策】 【定住条件の強化】

 アプリ等による定期的な⾏政
情報提供、コンビニや地域商店
での⾏政⼿続き

 遠⽅まで買い物に⾏く
必要がなくなるため、⾃⾝
や家族の移動負担を軽減。

〇⾏政サービス：遠⽅までの
負担

【対策前】
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＜具体的な対策
の実施＞

定住条件の強化
に向けた以下の取
組について⽀援。

◆実証活動⽀援
（事業1年⽬〜事
業完了年度まで）
・試験・実証に向けた

サービス提供ツールと
なるタブレットの配布
やその講習の実施

◆関連事業
〔農林⽔産省事
業〕

〔関連省庁事業〕
※農⽔省事業については

優先採択を実施

＜連絡調整員
派遣＞

農⽔省の職員
（本省、地⽅
農政局、農林
⽔産政策研究
所）がモデル
構想策定主体
へ出張を繰り
返し、関係省
庁との連携を
図るとともに、
モデル構想の
策定を⽀援

・全国の取組事
例の各産地への
周知

・各産地への
働きかけ

〜関係省庁施策の効果的取組を加速化〜

本モデル構想策
定・実践の場⾯での
協⼒を要請

まち・ひと・しごと
創⽣本部事務局

総務省
経済産業省
国⼟交通省
⽂部科学省
厚⽣労働省 ほか

モデル構想
策定⽀援対策
の公募終了
後・採択前に、
関係省庁に各
主体の⽅向性
を提⽰

連絡調整員を通じて、
策定途中段階でも関係省
庁に具体的に相談

策定後も調整員を
通じて関係省庁に事
業実施を要請

体制を組む

〜モデル地区10地区の採択と事業の実施〜

︻
公
募

2
⽉
〜
３
⽉
︼

モデル構想の策定
（事業1年⽬のみ）

【モデル構想】（例）
【現在の定住条件】

①買い物：⺠間の移動販売は既にあるがエリアが限定的
②交通：公共交通の利⽤率が低下し⾚字運営
③⾏政サービス：⾏政⽀部まで遠く不便
・・・

【地域農業の⽬指す姿】
例：⽣活環境改善による新規参⼊の増加
例：雇⽤労働者の確保により他産業からの農業参⼊を検討

【対策の⽅針】
①買い物：アプリによる即⽇配送・移動販売の予約サービス
②交通：デマンド送迎予約サービスを展開
③⾏政サービス：アプリによる⾏政情報提供、コンビニ等で

の⾏政⼿続き
・・・

【実施を希望する対策】
〔農林⽔産省事業〕
〔関連省庁事業〕
〔⺠間事業者の独⾃取組〕

←地域が抱える課題や既に

取り組んでいる対策等を記
載

←目指す姿の実現に向けて、
課題解決の方針を記載

←国の補助や市町村独自の取組、

民間事業者の独自取組も含め、
地域で実施を希望する具体的な
対策について、総合的に記載

←地域の農業生産、農業経
営の展望について記載

【採択要件】
・ICTの活⽤

※各地区のモデル
性、実現性等に
鑑み地区を選定
（移動販売⾞等
の⺠間事業者独
⾃の取組やクラ
ウドファンディ
ング活⽤等につ
いて加点）

⾚字：本事業での予算措置地域活性化対策（スマート定住条件強化型）の流れ

各産地への発信

＜事業実施主体＞
地域協議会

（市町村が中⼼と
なってＪＡや⺠間等
が連携する体制

全国の取組事例
を参考に、ICTの
活⽤⽅策を含めた
活動計画や実証事
業の⽅向性を練り
上げる。

︻
採
択

４
⽉
︼

※総務省、経産省の地⽅局職員
も相談窓⼝として参画

※総務省の地域情報化アドバイ
ザー派遣制度と連携し、ICTの
専⾨家派遣が可能

※総務省の情報通信基盤の整備事業
における採択への優先配慮

※経産省の地⽅版IoT推進ラボへの登
録における優先配慮（企業連携や専
⾨家⽀援が可能） 25



３．Society 5.0 の実現に向けた
３．農業農村振興の課題

 農村地域では、ICT活用の基盤となる高度情報通信イン
フラの整備が遅れている。

 農業農村振興に携わる関係者が、ICTを最大限活用して
どのような農業・農村を目指すのか、
「Society 5.0」時代の農業・農村の姿をどれだけ思い
描けているだろうか？

（想像（妄想）しようとしているだろうか？）

26



○ 農村地域（農地や農業集落）では、ICT利活用の基盤となる高速無線通信等の
情報ネットワーク環境の整備が遅れている。

農村の情報通信インフラ整備状況

ブロードバンド基盤の整備状況

（2018年3月末 未整備世帯の状況【推計】）

北海道の超高速ブロードバンド整備状況

（資料）総務省北海道総合通信局
「北海道の情報通信2018」

（資料）総務省ホームページ
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○情報ネットワーク環境を活⽤したスマート農業を展開。
○農村におけるICTを活⽤した定住条件の強化に向けた
取組においても活⽤。

環境整備：スマート農業に対応した農業農村整備

○ 担い⼿等の農作業の負担軽減や⽔管理の⾼度化等を図るために、⾃動⾛⾏農機やICT⽔管理等の省⼒化技術の活⽤を可能とする農業農村整備
を推進することが必要。

⾃動⾛⾏農機やICT⽔管理等のスマート農業に対応した農業農村整備を展開（2021〜2022年度）
現
状

対
応

○ ⾃動⾛⾏農機等の導⼊・利⽤に対応した農地整備の⼿引きを作成（2019年度）。また、電源設備、RTK-GPS基地局等の設置を
含む事業制度を検討(2019年度) 。⾃動⾛⾏農機等のスマート農業に対応した農地整備を展開（2021年度）。

○ ICTを活⽤した⽤⽔配分システムを開発（2020年度）。また、ドローンを活⽤した⽔需要把握・⽔路の適正管理等(他団体が⾏う
営農⽀援への協⼒を含む)について検討。

○ 2020年度までの事業着⼿地区の８割以上で、整備ほ場や⽔管理等における省⼒化技術(ICT、GPS等)を導⼊。
○ 農業・農村におけるICT利活⽤の基盤となる情報ネットワーク環境整備の推進について検討。※総務省と連携

情報ネットワーク環境の整備（イメージ）

教育（遠隔地授業） テレワーク等遠隔医療・福祉

⾃動⾛⾏農機等に対応した農地整備 ICTを活⽤した⽔管理

無線等による情報ネット
ワーク環境を整備

（ドローン）

（無人草刈機）

（自動走行農機）

（ハウス園芸）

（自動給水栓）

〇ICTを活⽤した⽤⽔配分システムを開発。
〇開発した技術を国営地区等に横展開。

○⾃動⾛⾏農機等の導⼊に対応するほ場の⼤区画化を実施。
○ほ場の進⼊路、農道の構造等に加え、電源設備やRTK-

GPS基地局等の整備に関する検討を実施。

隣接するほ場への移動が容易な農道

⼤区画化を⾏い、⾃動⾛⾏農機を導⼊

⾃動⾛⾏農機等が効率的に稼働 ⽥植え作業：
３⼈掛かりだった作業
が１⼈で済むように

ほ場の状況を確認
して配水できる

適正な配水によ
る用水や電気代
の節約

・ほ場の用水需要が把握できないまま配水しており、
用水や電気代にムダが発生。

・水路やほ場の配水状況の見回りに多大な労力。

【現状】

【今後】

ICTを活用してほ場
の水需要を確認

ICTを活用して
配水状況を確認

スマホで水が来てる
かどうか分かるし、給
水栓も開けられる

自動給水栓

整備前 整備後

28

（資料）未来投資会議構造改革徹底推進会合
「地域経済・インフラ」会合（農林水産業）（H31.2.5）



（資料）総務省
「2017年版 情報通信白書」の概要
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４．これからの農業農村振興

 2050年に日本は持続可能な社会となっているか？
分かれ道（タイムリミット）まで、あと数年。

 Society 5.0 時代は、これまでの制度・慣行や考え方、
社会構造を変える必要がある。

 「つなぐ・つながる」農業農村を振興する技術・政策で
世の中を幸せに。

30



進む人口減少と地方の過疎化・東京一極集中

農業地域類型別の人口（推計）

○ 我が国は、2008年をピークに人口減少社会に突入し、2050年には１憶人を
割り込む見込み。特に中山間地域ほど人口が大きく減少すると予測。

○ 一方、東京圏は23年連続の転入超過で「一極集中」が止まらない。

地域別転入（転出）超過の状況

（資料）農林水産省「人口減少社会における農村整備の
手引き」（H27.10）

（資料）総務省統計局
住民基本台帳人口移動報告
平成30年（2018年）結果

31



2050年に日本は持続可能か？（その分岐点）

京都大学と日立製作所は、共同開発した
AI技術を活用し、持続可能な日本の未来に
必要な政策を提言。（2017.9.5公表）

○ AIを用いたシミュレーションにより
2052年までの未来シナリオ予測（約２
万通り）を行ったところ、都市集中型と
地方分散型のシナリオで傾向が２分。

○ 今から8～10年（－1年）後、都市集
中シナリオと地方分散シナリオの分岐が
発生し、以降は両システムが再び交わる
ことはない。

○ 地方分散シナリオに分岐した後、地域
内の経済循環が十分に機能しなければ、
財政又は環境が極度に悪化し、17～20
年（－１年）後までに持続不能シナリオ
に分岐する可能性がある。

都市集中シナリオ
主に都市の企業が主導する技術革新により、

都市への一極集中が進行し、地方は衰退。
出生率の低下と格差の拡大がさらに進行し、
個人の健康寿命や幸福感は低下する一方で、
政府支出の都市への集中によって政府財政
は持ち直す。

地方分散シナリオ
地方へ人口分散が起こり、出生率が持ち直

して格差が縮小し、個人の健康寿命や幸福
感も増大する。ただし、政府財政又は環境
（CO2排出量等）を悪化させる場合がある。

（引用文献）日立京大ラボ共同発表資料「2050年の持続可能な日本に向けた政策提言」

AI で予測した2050年 平成31年1月1日朝日新聞記事「エイジングニッポン」

（約2万通りの未来シナリオが分岐する過程）

32



Society 5.0 と地方創生

○「Society 5.0」が到来し、生活が大きく
変化する。

（資料）平成31年1月23日 日本経済新聞（朝刊26面）

日経・地方創生フォーラム 平成30年12月14日 東京・大手町
（増田寛也氏の講演より引用）

○ 遠隔地といった、これまで地方特有のハン
ディと思われた課題を克服するだけでなく、
新たな価値創造までつなげられる。

○ Society 5.0 が与える影響は、

① 従来型の空間・施設・インフラの重要度
が低下。

② 情報入手量・範囲などが拡大し、交流の
範囲も拡大。

③ 世界的レベルで開発・調達が進展。

④ 新産業創出、グローバル取引が深化。

⑤ バーチャル情報を活用し、付加価値創出
に貢献できる空間・インフラが重要。

⑥ デジタル人材に加え、新しいサービスを
構想する力を育むことが必要。

Society 5.0 時代は、
・「条件不利地域」の概念も変わる？
・ 従来型の制度・慣行や考え方、社会

構造を変える必要がある。
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農林水産省ビジョン・ステートメント
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これからの農業農村振興

「つなぐ・つながる」

農業農村を振興する技術・政策で

人間中心の幸せな世の中

（国土・社会）をつくろう
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